
 

 

 

 

本計画を着実に実施するため、施策の目標項目を設定しました。これらの目標を達成する 

ため、取組を推進していきます。 

 

Ⅰ 全てのこども・若者を支える 

 １ こども・若者が権利の主体であることの社会全体での共有 

Ｎｏ． 目標項目 
現状 

（基準年度） 

目標 

（Ｒ１１年度） 
備考 

１ 
県内児童生徒のこどもの権利

の認知度 

（聞いたことがある割合） 

７７．６％ 

（Ｒ６年度） 
増加  

 ２ 自分らしく生き抜く力の育成 

Ｎｏ． 目標項目 
現状 

（基準年度） 

目標 

（Ｒ１１年度） 
備考 

２ 
ちば・うみやま保育認証 

団体数 
１０６団体 

（Ｒ６年度） 
２６０団体  

３ 

生徒の卒業段階における 

英語力 

（中学生：ＣＥＦＲ 

Ａ１レベル） 

（高校生：ＣＥＦＲ 

Ａ２レベル） 

中学生 ５３．７％ 

高校生 ４５．９％ 

（Ｒ５年度） 

中学生 ６０．０％ 

高校生 ６０．０％ 
 

４ 国体入賞 
天皇杯７位入賞 

皇后杯１０位入賞 

（令和４年度） 

天皇杯上位入賞 

皇后杯入賞 
 

５ 

（小・中学校） 

外国人児童生徒等に対して 

必要な支援が実現できている

市町村教育委員会の割合 

７３．０％ 

（Ｒ６．８） 
１００％  

６ 

（高校・特別支援学校等） 

外国人生徒等に対して必要な

支援が実現できている 

県立学校の割合 

８６．５％ 

（Ｒ６．８） 
１００％  

７ 
ちばバリアフリーマップ 

掲載施設数 
２，０９７ 

（令和５年度） 
２，３１９  
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３ こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供 

Ｎｏ． 目標項目 
現状 

（基準年度） 

目標 

（Ｒ１１年度） 
備考 

８ 
乳児死亡率 

（出生千対） 
２．１ 

（令和５年） 
１．７ 

（令和１１年） 
 

９ 
乳幼児（５歳未満）死亡率 

（出生千対） 
０．５５ 

（令和５年） 
０．４４ 

（令和１１年） 
 

１０ 
小児（１５歳未満）死亡率 

（出生千対） 
０．２３ 

（令和５年） 
０．１６ 

（令和１１年） 
 

 ４ こどもの貧困対策 

Ｎｏ． 目標項目 
現状 

（基準年度） 

目標 

（Ｒ１１年度） 
備考 

１１ 

困窮層（①低所得、②家計の

逼迫、③こどもの体験や 

所有物の欠如のうち２つ以上  

該当）の割合 

（ひとり親世帯） 

３１．５％ 

（令和６年度調査） 
※１ 

減少させる。 

 

１２ 

困窮層（①低所得、②家計の

逼迫、③こどもの体験や 

所有物の欠如のうち 

２つ以上該当）の割合 

（こどもがある全世帯） 

９．７％ 

（令和６年度調査） 

※１ 

減少させる。 

 

１３ 

周辺層（①低所得、②家計の

逼迫、③こどもの体験や 

所有物の欠如のうち１つ 

該当）の割合 

（ひとり親世帯） 

２３．８％ 

（令和６年度調査） 

※１ 

減少させる。 

 

１４ 

周辺層（①低所得、②家計の

逼迫、③こどもの体験 

所有物の欠如のうち１つ  

該当）の割合 

（こどもがある全世帯） 

１２．８％ 

（令和６年度調査） 

※１ 

減少させる。 

 

１ 生活の安定に資するための支援 

１５ 

電気、ガス、水道料金の 

未払い経験 

（ひとり親世帯） 

電気料金 ８．５％ 

ガス料金 ７．５％ 

水道料金 ９．３％ 

（令和６年度調査） 

※１ 

減少させる。 

 

１６ 

電気、ガス、水道料金の 

未払い経験 

（こどもがある全世帯） 

電気料金 ３．７％ 

ガス料金 ３．１％ 

水道料金 ４．１％ 

（令和６年度調査） 

※１ 

減少させる。 
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Ｎｏ． 目標項目 
現状 

（基準年度） 

目標 

（Ｒ１１年度） 
備考 

１７ 

食料又は衣服が買えない経験 

（ひとり親世帯） 

食料が買えない経験 

３１．９％ 

衣服が買えない経験 

４２．０％ 

（令和６年度調査） 

※１ 

減少させる。 

 

１８ 

食料又は衣服が買えない経験 

（こどもがある全世帯） 

食料が買えない経験 

１６．６％ 

衣服が買えない経験 

２２．０％ 

（令和６年度調査） 

※１ 

減少させる。 

 

２ 教育の支援 

１９ 
生活保護世帯に属するこども

の高等学校等進学率 

９０．４％ 
（令和５年３月卒業生）

※２ 

県全体の高等学校

等進学率に 

近づける。 

 

２０ 
生活保護世帯に属するこども

の高等学校等中退率 

３．７％ 

（令和４年度）※２ 

減少させる。 
 

２１ 
生活保護世帯に属するこども

の高等学校等中退者数 

５３人 

（令和４年度）※２ 

減少させる。 
 

２２ 
生活保護世帯に属するこども

の大学等進学率 

３９，６％ 
（令和５年月卒業生） 

※２ 

増加させる。 
 

２３ 
児童養護施設のこどもの 

進学率 

（中学校卒業後） 

９５．３％ 
（令和５年５月１日時点） 

※３ 

県全体の高等学校

等進学率に 

近づける。 

 

２４ 
児童養護施設のこどもの 

進学率 

（高等学校等卒業後） 

４３．１％ 
（令和５年５月１日時点） 

※３ 

増加させる。 

 

２５ 
全世帯のこどもの高等学校 

中退率 

１．２５％ 

（令和５年度）※４ 

減少させる。 
 

２６ 
全世帯のこどもの高等学校 

中退者数 

１，８８３人 

（令和５年度）※４ 

減少させる。 
 

２７ 
スクールソーシャルワーカー

の配置人数 

６４人 

（令和６年度）※５ 

増加させる。 
千葉市を除く

公立学校 

２８ 
スクールソーシャルワーカー

による対応実績のある学校の

割合（小学校） 

３７．４％ 

（令和５年度）※５ 

増加させる。 
千葉市を除く

公立学校 

２９ 
スクールソーシャルワーカー

による対応実績のある学校の

割合（中学校） 

５１．０％ 

（令和５年度）※５ 

増加させる。 
千葉市を除く

公立学校 
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Ｎｏ． 目標項目 
現状 

（基準年度） 

目標 

（Ｒ１１年度） 
備考 

３ 保護者に対する職業生活の安定と向上に資するための就労の支援 

３０ 
困窮層の保護者の就業率 

（就業している保護者のいる

世帯の割合） 

９８．０％ 

（令和６年度調査） 
※１ 

増加させる。 

 

３１ 
周辺層の保護者の就業率 

（就業している保護者のいる

世帯の割合） 

９８．０％ 

（令和６年度調査） 
※１ 

増加させる。 

 

３２ 
ひとり親家庭の親の就業率

（母子世帯） 

８２．８％ 

（令和２年）※６ 

増加させる。 
 

３３ 
ひとり親家庭の親の就業率

（父子世帯） 

８７．５％ 

（令和２年）※６ 

増加させる。 
 

３４ 

ひとり親家庭の親の正規の 

職員・従業員の割合 

（母子世帯） 

５０．７％ 

（令和２年）※６ 

増加させる。 

 

３５ 

ひとり親家庭の親の正規の 

職員・従業員の割合 

（父子世帯） 

７２．３％ 

（令和２年）※６ 

増加させる。 

 

４ 経済的支援 

３６ 

電気、ガス、水道料金の 

未払い経験 

（ひとり親世帯） 

電気料金 ８．５％ 

ガス料金 ７．５％ 

水道料金 ９．３％ 

（令和６年度調査） 
※１ 

減少させる。 

【再掲】 

３７ 

電気、ガス、水道料金の 

未払い経験 

（こどもがある全世帯） 

電気料金 ３．７％ 

ガス料金 ３．１％ 

水道料金 ４．１％ 

（令和６年度調査） 

※１ 

減少させる。 

【再掲】 

３８ 

食料又は衣服が買えない経験

（ひとり親世帯） 

食料が買えない経験 

３１．９％ 

衣服が買えない経験 

４２．０％ 

（令和６年度調査） 

※１ 

減少させる。 

【再掲】 
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Ｎｏ． 目標項目 
現状 

（基準年度） 

目標 

（Ｒ１１年度） 
備考 

３９ 

食料又は衣服が買えない経験

（こどもがある全世帯） 

食料が買えない経験 

１６．６％ 

衣服が買えない経験 

２２．０％ 

（令和６年度調査） 

※１ 

減少させる。 

【再掲】 

４０ 
ひとり親世帯の養育費受領率 ４７．９％ 

（令和６年度調査） 
※１ 

増加させる。 
 

５ 支援につなぐ体制整備 

４１ 

こどもの貧困対策において、

学校がスクールソーシャル 

ワーカーを活用したいと考え

た際に実際に活用できた割合 

９６．９％ 

（令和５年度）※５ 

増加させる。 

千葉市を除く

公立学校 

４２ 

スクールソーシャルワーカー

が関係機関等（児童家庭  

福祉、保健・医療など）と 

連携した件数 

５，５３８件 

（令和５年度）※５ 

増加させる。 

千葉市を除く

公立学校 

４３ 

こどもの貧困計画を策定した

県内市町村 

※市町村こども計画にこどもの

貧困計画を位置づけているもの

を含む。 

１５市町 
（令和６年６月時点）※７ 

増加させる。 

 

６ 支援をひろげるための取組 

４４ 

頑張れば報われると思う 

こどもの割合 

困窮層 ７１．９％ 

周辺層 ７３．９％ 

一般層 ７９．１％ 

（令和６年度調査） 
※１ 

困窮層・周辺層の

割合を一般層に 

近づける。  

４５ 

自分は価値のある人間だと 

思うこどもの割合 

困窮層 ５０．１％ 

周辺層 ５９．２％ 

一般層 ６４．８％ 

（令和６年度調査） 

※１ 

困窮層・周辺層の

割合を一般層に 

近づける。  

４６ 

自分のことが好きだと思う 

こどもの割合 

困窮層 ５３．８％ 

周辺層 ５９．０％ 

一般層 ６４．８％ 

（令和６年度調査） 

※１ 

困窮層・周辺層の

割合を一般層に 

近づける。  
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Ｎｏ． 目標項目 
現状 

（基準年度） 

目標 

（Ｒ１１年度） 
備考 

４７ 

本当に困ったときや悩みが 

あるとき、相談できる人 

（家族、友人、親戚、同僚 

など）がいない保護者の割合

（ひとり親世帯） 

困窮層 ２２．９％ 

周辺層 １６．７％ 

一般層  ７．３％ 

（令和６年度調査） 

※１ 

減少させる。 

 

４８ 

本当に困ったときや悩みが 

あるとき、相談できる人 

（家族、友人、親戚、同僚 

など）がいない保護者の割合

（こどもがある全世帯） 

困窮層 ２２．０％ 

周辺層 １２．２％ 

一般層  ５．５％ 

（令和６年度調査） 

※１ 

減少させる。 

 

７ 若者への支援 

４９ 
【参考指標】全国の貧困率 １５．４％ 

（令和３年）※８ 

－ 
 

（指標の出典） 

※１ 千葉県健康福祉部健康福祉指導課「令和６年度千葉県こどもの生活実態調査」 

※２ 厚生労働省社会・援護局保護課調べ  ※３ こども家庭庁支援局調べ 

※４ 文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」 

※５ 千葉県教育庁児童生徒安全課調べ   ※６ 総務省「国勢調査」 

※７ 千葉県健康福祉部健康福祉指導課調べ ※８ 厚生労働省「国民生活基礎調査」 

５ 障害のあるこどもや若者への支援 

Ｎｏ． 目標項目 
現状 

（基準年度） 

目標 

（Ｒ１１年度） 
備考 

５０ 
障害者雇用率達成企業の割合

（％） 
５２．６ 

（Ｒ５年度） 
増加を目指し 

ます。 
 

５１ 
ペアレントメンターの 

登録者数（人） 
５９ 

（Ｒ４年度） 
１００ 

（Ｒ８年度） 
 

５２ 
医療的ケア児支援のための 

関係機関の協議の場の設置 

市町村数（共同設置含む） 

３１ 

（Ｒ４年度） 
５４ 

（Ｒ８年度） 
 

５３ 

幼・小・中・高等学校に 

おいて作成した「個別の教育

支援計画」を学年間、他校種 

への引継ぎ資料として 

活用した割合 

７５．１％ 

（Ｒ５年度） 
９６．０％  

５４ 

幼・小・中・高等学校に 

おいて作成した「個別の指導

計画」を学年間、他校種への 

引継ぎ資料として 

活用した割合 

７５．８％ 

（Ｒ５年度） 
９６．０％  
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６ 児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援 

Ｎｏ． 目標項目 
現状 

（基準年度） 

目標 

（Ｒ１１年度） 
備考 

５５ こども家庭センターの設置数 
２３ 

（Ｒ６．４．１） 
全市町村  

５６ 
子育て短期支援事業実施 

市町村 
２４市 

（Ｒ６年度） 
２９市  

５７ 里親等委託率 
３５．４％ 

（Ｒ５年度末） 
４０．０％  

５８ ファミリーホームの設置数 
２３か所 

（Ｒ５年度末） 
３３か所  

５９ 施設の小規模化の実施状況 
２３施設 

（Ｒ５年度末） 
全施設  

６０ 
児童養護施設の子どもの 

進学率 

（中学校卒業後） 

９５．３％ 

（Ｒ５．５．１） 

（速報値） 

県全体の高等学校

等進学率に 

近づけます 

 

６１ 
児童養護施設の子どもの 

進学率 

（高等学校卒業後） 

４３．１％ 

（Ｒ５．５．１） 

（速報値） 

増加を目指します  

 ７ こども・若者の安全・安心の確保 

Ｎｏ． 目標項目 
現状 

（基準年度） 

目標 

（Ｒ１１年度） 
備考 

６２ 
千葉県青少年インターネット

適正利用啓発講演実施回数 
７４回 

（Ｒ５年度） 
１００回  

６３ ネット安全教室の実施回数 
６６７回 

（Ｒ５年） 

積極的なネット 

安全教室の開催に

努めます。 
 

６４ 
セクハラを受け、不快で 

あったと感じた児童生徒の 

割合 

０．０９％ 

（Ｒ５年度） 
減少  

６５ 
若者のためのＤＶ予防 

セミナー実施校の拡大 

６２回 

（Ｒ５年度） 
６５回  

６６ 
児童生徒の登下校時における 

交通事故死傷者数 
５８３人 

（令和５年） 

死亡者をなくし、

負傷者は減少を 

目指します。 
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Ⅱ ライフステージに応じて支える 

 １ こどもの誕生前から幼児期まで 

Ｎｏ． 目標項目 
現状 

（基準年度） 

目標 

（Ｒ１１年度） 
備考 

６７ 周産期母子医療センターの数 
１２箇所 

（Ｒ６年度） 
１３箇所 

（Ｒ１１年度） 
 

６８ 
新生児死亡率 

（出生千対） 
１．０ 

（令和５年） 
０．６ 

（令和１１年） 
 

６９ 
妊娠１１週以下（初期）の 

妊娠の届出率 

９５．０％ 

（Ｒ４年度報告） 
１００％ 

（Ｒ１０年度報告） 
 

７０ 
妊婦健康診査の未受診者を 

把握し支援する体制がある 

市町村数 

３２市町村 

（Ｒ４年度実績） 
５４市町村 

（Ｒ１０年度実績） 
 

７１ 
乳幼児健康診査の未受診者を 

把握し支援する体制がある 

市町村数 

５２市町村 

（Ｒ４年度実績） 
５４市町村 

（Ｒ１０年度実績） 
 

７２ 

支援が必要な里帰り出産する 

方について里帰り先の市町村 

及び医療機関と情報共有・ 

連携する体制がある市町村数 

５２市町村 

（Ｒ４年度実績） 
５４市町村 

（Ｒ１０年度実績） 
 

７３ 

妊娠中の保健指導（母親学級

や両親学級含む）において、

産後のメンタルについて、 

妊婦とその家族に伝える機会

を設けている市町村の割合 

６８．５％ 

（Ｒ４年度実績） 
１００％ 

（Ｒ１０年度実績） 
 

７４ 産後ケア事業の利用率 
１０．８％ 

（Ｒ４年度実績） 
増加を目指す 

（Ｒ１０年度実績） 
 

７５ 
育てにくさを感じたときに 

対処方法を知っている親の 

割合 

７７．１％ 

（Ｒ４年度実績） 
１００％ 

（Ｒ１０年度実績） 
 

７６ 
幼稚園等や市町村の研修会へ

の幼児教育アドバイザー派遣

件数 

９７件 

（令和５年度） 
増加を目指します  

７７ 幼保小接続の状況 
１５市町村 

（令和５年度） 
増加を目指します  

７８ 保育所等定員数 
１４４，００４人 

（Ｒ６．４．１） 
１４３，５５０人  
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Ｎｏ． 目標項目 
現状 

（基準年度） 

目標 

（Ｒ１１年度） 
備考 

７９ 保育所等待機児童数 
８３人 

（Ｒ６．４．１） 
０人  

８０ 
県内指定保育士養成施設 

卒業生の県内保育所等への 

就職率 

６５．４％ 

（Ｒ５年度） 
増加を目指します  

８１ 
ちば保育士・保育所支援セン

ターにおけるマッチング数 

１５１人 

（Ｒ５年度） 
増加を目指します  

８２ 
保育士等キャリアアップ研修

修了認定数 

委託６，２２３人 

指定４，３５０人 

（Ｒ５年度） 

増加を目指します  

８３ 
民間保育所等で従事する常勤

保育士の平均勤続年数 

５年３か月 

（Ｒ５．６．３０） 
増加を目指します  

 ２ 学童期・思春期 

Ｎｏ． 目標項目 
現状 

（基準年度） 

目標 

（Ｒ１１年度） 
備考 

８４ 

学校における働き方改革 

推進プラン 

（校長は、経営方針・学校の

重点目標・目標 申告に働き

方に関する視点を盛り込み、  

ＰＤＣＡサイクル（計画策

定・調査・検証・見直し）を

構築する。） 

７８％ 

（Ｒ５年度） 

Ｒ５年度の結果 

から 

１０ポイント以上

の 

改善を目指します 

 

８５ 
主体的に授業改善に 

取り組んだ学校の割合 

（小学校）９５．５％ 

（中学校）９２．７％ 

（Ｒ６年度） 

全国平均以上を 

目指します 
 

８６ 
  実践的な研修を行っている 

学校の割合 

（小学校）９７．６％ 

（中学校）９４．９％ 

（Ｒ６年度） 

全国平均以上かつ

増加を目指します 
 

８７ 
  児童生徒のＩＣＴ活用を指導 

できる教員の割合 
７６．５％ 

（Ｒ４年度） 
１００％ 

（Ｒ９年度） 
 

８８ 
  こどもと向き合う時間を確保

できている 
６１％ 

（Ｒ５年度） 
改善を目指します  

８９ 
  勤務時間を意識して勤務 

できている 
７６％ 

（Ｒ５年度） 
改善を目指します  
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Ｎｏ． 目標項目 
現状 

（基準年度） 

目標 

（Ｒ１１年度） 
備考 

９０ 

原則として、条例等で定める 

勤務時間を超える在校等時間

が、１か月当たり４５時間を 

超えないようにする。 

３７．２％ 

（Ｒ５年度） 
原則として０％  

９１ 

  スクールカウンセラー 

（ＳＣ）及びスクール 

ソーシャルワーカー 

（ＳＳＷ）の年間配置時間 

総数 

ＳＣ １５８，５０９

時間 

ＳＳＷ ３５，２３８

時間 

（Ｒ６年度） 

増加を目指します 
千葉市を除く

公立学校 

９２ 
コミュニティ・スクールを 

導入した公立学校の割合 

３３．１％ 

（Ｒ５年度） 

※全国５２．３％ 

全国平均以上を   

目指します 
 

９３ 
将来の夢や目標を持っている

児童生徒の割合 

（小学校）８３．３％ 

（中学校）６５．４％ 

（Ｒ６年度） 

全国平均以上かつ

増加を目指します 
 

９４ 
授業で、話し合い活動が 

しっかりできていると考えて

いる児童生徒の割合 

（小学校）８４．９％ 

（中学校）８５．４％ 

（Ｒ６年度） 

全国平均以上かつ

増加を目指します 
 

９５ 
全国学力・学習状況調査の 

平均正答率 

小学校国語 ６７％ 

小学校算数 ６３％ 

中学校国語 ５７％ 

中学校数学 ５１％ 

（Ｒ６年度） 

全国平均以上かつ

増加を目指します 
 

９６ 
トップ・プロチームとの連携  

事業を実施した市町村の割合 
６４．０％ 

（Ｒ６年度） 
１００％ 

（Ｒ８年度） 
 

９７ 
小学校における新体力テスト 

（８種目８０点満点）の 

平均点 

４７．０ 

（Ｒ５年度） 
５０．０  

９８ 
朝食を毎日食べていると 

答えた児童生徒の割合 

（小学６年生） 

９３．７％ 

（中学３年生） 

９０．２％ 

（Ｒ５年度） 

（小学６年生） 

９５．０％ 

（中学３年生） 

９２．０％ 

 

９９ 
担任と栄養教諭又は学校 

栄養職員のＴＴ＊で食に関する

授業を実施した学校の割合 

（小学校）７４．６％ 

（中学校）３９．７％ 

（Ｒ５年度） 

（小学校） 

８５．０％ 

（中学校） 

６０．０％ 

 

１００ 
実践的な研修を行っている 

学校の割合 

（小学校）９７．６％ 

（中学校）９４．９％ 

（Ｒ６年度） 

全国平均以上かつ増

加を目指します 
【再掲】 
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Ｎｏ． 目標項目 
現状 

（基準年度） 

目標 

（Ｒ１１年度） 
備考 

１０１ 
青少年相談員の定員に対する

充足率 

９５．５％ 

（Ｒ５．４．１） 

１００％ 

（Ｒ１１．４．１） 
 

１０２ 
青少年相談員が地域において

実施する取組への青少年の 

参加者数 

１３２，０９６人 

（Ｒ５年度） 

１６万人以上 

（Ｒ１１年度） 
 

１０３ 
スクール・サポーターが 

訪問した中学校の割合 

１００％ 

（Ｒ５年度） 
１００％  

１０４ 放課後児童クラブ支援単位数 
１，７９５か所 

（Ｒ６年度） 
２，０１７か所  

１０５ 
放課後児童クラブの利用を 

希望するが利用できない 

児童数（待機児童数） 

１，１８１人 

（Ｒ６年度） 
解消を目指します  

１０６ 
放課後児童支援員認定資格 

研修修了者数 

（県実施） 

７，３１１人 

（Ｒ５年度まで 

の累計） 

１１，２６６人  

１０７ 
放課後児童支援員等資質向上

研修修了者数 

延べ２，１６１人 

（Ｒ５年度） 
延べ２，４０３人  

１０８ 
放課後子供教室がカバーする

小学校数 

３８３校 

（Ｒ５年度） 
増加を目指します  

１０９ 
地域や社会をよくするために

何かしてみたいと思う 

児童生徒の割合 

小学校 ７５．６％ 

中学校 ６２．８％ 

（Ｒ５年度） 

増加を目指します  

１１０ 
職場体験・インターンシップ

を実施している公立学校の 

割合 

中学校 ５７．８％ 

高等学校 ６７．６％ 

（Ｒ５年度） 

中学校 ８０．０％ 

高等学校８０．０％ 
 

１１１ 新規就農者数 
３２１人 

（Ｒ５年度） 

４５０人 

（Ｒ７年度） 
 

１１２ 職場見学の実施割合 
３７．０％ 

（Ｒ６年度） 

全ての学校での 

実施を目指します 
 

１１３ 
本県のいじめの認知件数に 

占める、いじめの 

解消しているものの割合 

 ７８．９％ 

（Ｒ５年度） 

 国と同程度 

（±１％）の解消

率を維持します 
公立学校 

１１４ 
セクハラ以外のハラスメント

を受け、不快であったと 

感じた児童生徒の割合 

０．２９％ 

（Ｒ５年度） 
減少  
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Ｎｏ． 目標項目 
現状 

（基準年度） 

目標 

（Ｒ１１年度） 
備考 

１１５ 公立高等学校の中退率 
１．１２％ 

（Ｒ５年度） 
減少を目指します  

１１６ 
全世帯のこどもの高等学校中

退率 

１．２５％ 

（Ｒ５年度） 
減少させる 【再掲】 

１１７ 
全世帯のこどもの高等学校中

退者数 

１，８８３人 

（Ｒ５年度） 
減少させる 【再掲】 

 ３ 青年期 

Ｎｏ． 目標項目 
現状 

（基準年度） 

目標 

（Ｒ１１年度） 
備考 

１１８ 

若年者の就労支援施設 

（ジョブカフェちば）に 

おいて、新規登録した求職者

に対する正規雇用として 

就職した者の割合 

５２．０％ 

（Ｒ５年度） 
増加を目指します  
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Ⅲ 社会全体で子育てを支える 

Ｎｏ． 目標項目 
現状 

（基準年度） 

目標 

（Ｒ１１年度） 
備考 

１１９ 延長保育事業実施数 
１，６１０か所 

（Ｒ５年度） 
１，８８６か所  

１２０ 一時預かり事業受入児童数 
１，６２７，７４７人 

（Ｒ５年度） 
１，７２７，４５１ 

       人 
 

１２１ 休日保育実施か所数 
３４か所 

（Ｒ５年度） 
３５か所  

１２２ 病児保育事業実施数 
３３１か所 

（Ｒ５年度） 
３５５か所  

１２３ 小規模保育事業所定員数 
７，７３４人 

（Ｒ６．４．１） 
８，８８２人  

１２４ 
療育支援を実施している 

保育所等の数 
２９５か所 

（Ｒ５年度） 
増加を目指します  

１２５ 
ファミリーサポート・ 

センター設置市町村数 
３３市町 

（Ｒ５年度） 
４０市町  

１２６ 地域子育て支援拠点設置の数 
３６１か所 

（Ｒ５年度） 
３８７か所  

１２７ 利用者支援事業実施数 
１５１か所 

（Ｒ５年度） 
１８０か所  

１２８ 
「チーパス・スマイル」LINE

連携登録者数 

６，４９２人 

（Ｒ７．２．２８） 
増加を目指します  

１２９ 
地域学校協働本部を 

整備した公立学校の割合 
７０．１％ 

（Ｒ５年度） 
増加を目指します  

１３０ 
家庭教育支援チーム体制が 

整備された市町村数 
３３市町村 

（Ｒ５年度） 
増加を目指します  

１３１ 
希望した時期に希望した保育

サービスを利用することが 

できた家庭の割合 

７１．８％ 

（Ｒ５年度） 
８０．０％  

１３２ 
子どもを生み育てやすいと 

感じる家庭の割合 

（子育て環境に対する満足度） 

７３．４％ 

（Ｒ５年度） 
８０．０％以上  
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Ｎｏ． 目標項目 
現状 

（基準年度） 

目標 

（Ｒ１１年度） 
備考 

１３３ 
仕事と生活の両立が図られて 

いると感じる家庭の割合 
６２．７％ 

（Ｒ５年度） 
８０．０％  

１３４ 
日常生活支援事業 

実施市町村数 

５市 

（Ｒ６年度） 
７市  

１３５ 
子育て短期支援事業実施 

市町村 

２４市 

（Ｒ６年度） 
２９市 【再掲】 

１３６ 
こどもの生活・学習支援事業

実施市町村数※※ 

９市 

（Ｒ６年度） 
１７市  

１３７ 
自立支援教育訓練給付金 

受給者数※※ 

８１件 

（Ｒ５年度） 
増加を目指す  

１３８ 
高等職業訓練促進給付金 

受給者数※※ 

２５２件 

（Ｒ５年度） 
増加を目指す  

１３９ 
養育費確保支援等実施 

市町村数※※ 

１１市 

（Ｒ６年度） 
２６市  

１４０ 親子交流支援実施回数 

１１回 

（Ｒ５年度） 

※県事業分 

増加を目指す  

※※政令市（千葉市）及び中核市（船橋市、柏市）は除く。 

 

233


	【施行版】千葉県こども・若者みらいプラン【本文】.pdf
	09 第７章　施策推進の目標.docx


